
地域再生計画 

１ 地域再生計画の名称 

 「ようこそ ようこそ」鳥取再生計画 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

鳥取市 

３ 地域再生計画の区域 

 鳥取市の全域 

４ 地域再生計画の目標 

 鳥取市は、緑豊かな中国山地、自然の恵みを享受する田畑、千代川をはじめとする多く

の河川、遥かに広がる紺碧の日本海など四季折々に変化する豊かな自然に恵まれている。

平成１６年１１月１日の近隣８町村との合併により人口約２０万人、面積約７６６㎢の山

陰第一の都市として生まれ変わり、平成１７年１０月１日に特例市へ移行した。第８次鳥

取市総合計画の将来像に「人が輝き まちがきらめく 快適・環境都市 鳥取」を掲げ、

それを実現するため、「夢があり誇りのもてる２０万都市づくりビジョン」を柱に、山陰海

岸国立公園に属する鳥取砂丘をはじめ、全国的に有名な松葉がに、らっきょう、二十世紀

梨などの特産物、地域固有の伝統文化、因州和紙などの伝統産業を地域の特性、資源とし

て活用した戦略的なまちづくりを進めている。また、整備が遅れていた中国横断自動車道

姫路鳥取線（鳥取自動車道）の鳥取県側の開通が平成２１年にも見込まれていることから、

交流人口の増加によってもたらされる観光振興や農林水産業をはじめとする地域産業の活

性化が期待されている。 

 しかし、近年、年間１１６万人が訪れる代表的な観光地である鳥取砂丘の入込客数は伸

び悩み、本市域を訪れる観光客の多くは経済効果の低い通過型観光となっている。また、

郊外への大型店舗進出等に伴う中心市街地の集客力の低下による通行量の減少、若者の流

出による過疎・高齢化の進行に伴う担い手不足や低所得化による農林水産業をはじめとす

る地域産業の衰退、全国平均を下回る有効求人倍率など、地域の活力が失われつつある。 

 そのため、これまで以上に地域の特性や資源を活用し、創意と工夫を凝らした魅力ある

観光メニューの創造、中心市街地・農村地域の再生、新しい地域産業の創出など集客力の

強化と交流の促進を図るとともに、効率的な地域情報の発信に取り組み、中国横断自動車

道姫路鳥取線（鳥取自動車道）の鳥取県側の開通によって増加が見込まれている観光客を

はじめとする来訪者の受け入れ態勢の充実を図る必要がある。また、そのような変化に対

応する人材育成や雇用創出に取り組むことが急務となっている。 



 このような状況を踏まえ、当市は平成１７年３月に『鳥取砂丘整備構想～「砂の王国・

鳥取砂丘」をめざして～』を策定し、「観光の活性化」「環境保護」「産業の育成」の３つを

理念に鳥取砂丘の魅力を高め、集客交流拠点としての再整備を進めている。この構想は、

これら３つの理念を実践するため、鳥取砂丘をその特徴から大きく４つのエリアに分けて

重点的に再整備し、エリアごとの観光拠点を点から面へ拡大することによって、鳥取砂丘

を一つの独立した王国と見立て、あらゆる年齢層が楽しめる「砂の王国・鳥取砂丘」の実

現をめざしている。そのため、鳥取砂丘の景観の保全・再生を図り、その自然環境の特性

を活かしながら、地域の活性化に資するイベントの開催など自然体験・交流型の多彩な集

客交流メニューを展開し、新たな砂丘見学ルートやトレッキングコースの設定、除草、砂

丘地区内の禁煙の実施、砂丘商店街の魅力アップなどの活性化施策を推進する。 

 また、平成１５年から市民や民間団体により「鳥取砂丘イリュージョン」が毎年開催さ

れ、平成１８年からは著名な砂像彫刻家や地元の砂像研究会による砂像彫刻を展示した「鳥

取砂丘 砂の美術館」が定期的に開設されるなど、新たな砂丘の魅力が生まれており、今

後ともこうした砂丘の魅力づくりに向けた活動を推進していく。また、平成１７年４月か

らは鳥取砂丘情報館サンドパルとっとりを開設し、イベントや観光情報の発信を行うとと

もに地元の特産品を販売するふれあい市を設置するなどしており、今後も鳥取砂丘の情報

発信事業の推進を図っていく。さらに、地質遺産を含む一種の自然公園であるジオパーク

の世界的ネットワーク「世界ジオパークネットワーク」への山陰海岸の加盟を目標とし、

砂丘景観保全・再生事業の全国的な展開などを通じて、市民が主体となる活動を活性化さ

せ、砂丘景観を永続的に継続できる意識・組織を育成していく。 

 そのほか、観光地としての価値を高めることを目的としたホスピタリティの向上、地域

資源や加工品のブランド力の向上、積極的な販路開拓・拡大などを担うことのできる人材

の育成に取り組むことにより雇用機会の創出を図る。 

 これらの取り組みを通じて、市民、観光客をはじめとする来訪者の観光リテラシーを醸

成していくことで、従来型の「名所を見る」「写真を撮る」「おみやげを買う」という『量

の観光』から「環境を保護する」「自然のすばらしさを理解する」「地元の人々と交流する」

という『質の観光』への転換を図り、砂丘における滞在時間の充足・延長を図るとともに、

周遊性の向上等による観光入込客数の増加とそれにともなう経済効果を創出する。 

 併せて、鳥取砂丘の集客交流促進による効果を周辺地域へ波及させるため、地域の特性

や資源を活用した新たな集客交流資源や観光産業を創出するとともに、既存の資源との融

合またはネットワーク化により、地域住民はもとより観光客など来訪者に魅力あるまちづ

くりを進め、集客力の強化とまちとむらの交流を促進していく。そのため、宿泊拠点、文

化・観光施設、温泉などの観光資源の充実整備や鳥取ブランド商品の開発による魅力アッ

プを図る。また、「鳥取市中心市街地活性化基本計画（平成１６年策定）」の施策を実施し、

まちの魅力の再発見・活用による『都市回遊型観光ルート』の創出による地元商店街の活



性化を図り、農村地域においては、「ブランド農産物の育成」、「グリーンツーリズムの推進」、

「農業ビジネススクールの設置」などによる農家経営の安定化とともに、新たな魅力の創

出や豊かな自然・農業を体験できる農業スタイルや新規就農者受け皿整備に取り組んでい

く。 

 また、地域雇用創造推進事業を活用し、観光プログラムの企画立案やマーケティング戦

略、おもてなしの心に基づいたサービス技術の向上などの研修会や、新規創業・開業の支

援等、各種人材育成事業を実施していくことで人材育成面での基盤を確立し、新たな雇用

の創出や雇用のミスマッチの解消、あるいは新規創業を促し、雇用機会の拡大を図る。 

 これらの取り組みを総合的に推進し、効率的に情報発信しながら観光客をはじめとする

来訪者数の増加と滞在型観光の実現による地域経済の活性化を図るとともに、官民一体と

なった鳥取市雇用創造協議会を立ち上げ、地域提案型雇用創造推進事業に取り組むことに

より人材育成や雇用創出を図る。 

○鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺観光入客数 

（入込客数 130 万人→200 万人・宿泊者数 50万人→70万人） 

○中心市街地の通行量の増加（年間 12万人→15万人） 

○Ｕ・Ｊ・Ｉターンによる就農定住者の確保（年間平均 4.5 人→10 人） 

○ブランド化による農家所得の向上（売り上げ目標 10億円） 

○地域提案型雇用創造推進事業への取り組みによる雇用の創出（３年間で２６３人） 

 

５ 目標を達成するために行う事業 

［５－１ 全体の概要］ 

 本計画の目標を達成するため、当市の貴重な財産であり、代表的な観光地である山陰海

岸国立公園鳥取砂丘を『鳥取砂丘整備構想～「砂の王国・鳥取砂丘」をめざして～』の理

念である「観光の活性化」「環境保護」「産業の育成」の実践を通じて、鳥取砂丘のもつ自

然環境などの特徴を活かし、集客交流拠点として重点的に再整備を進め、あらゆる年齢層

が楽しめる「砂の王国・鳥取砂丘」の実現をめざす。そのため、鳥取砂丘の景観の保全・

再生を図りつつ、国立公園の規制の緩和を活用し、砂丘の自然環境の特性を活かした地域

の活性化に資するイベントの開催など自然体験・交流型の多彩な集客交流メニューを展開

し、新たな砂丘見学ルートやトレッキングコースの設定、除草、砂丘地区内の禁煙の実施、

砂丘商店街の魅力アップなどの活性化施策を推進する。また、砂丘保全景観保全・再生事

業を実施し、砂丘の景観を永続的に継続できる市民意識・組織の育成を促進し、従来の「量

の観光」から「質の観光」への転換を図り、砂丘における滞在時間の充足・延長を図ると

ともに、周遊性の向上を図る。 



 併せて、鳥取砂丘の集客交流促進による効果を周辺地域へ波及させるため、地域の特性

や資源を活用した新たな集客交流資源や観光産業の創出とともに、既存の資源との融合ま

たはネットワーク化により、地域住民をはじめ観光客など来訪者に魅力あるまちづくりを

進め、集客力の強化とまちとむらの交流を促進していく。そのため、宿泊拠点、文化・観

光施設、温泉などの観光資源の充実整備や鳥取ブランド商品の開発による魅力アップを図

る。また、中心市街地においては、「城下町とっとり」のまちなみ、歴史、史跡などの魅力

を再発見・活用し、その魅力となる要素をつないで『都市回遊型観光ルート』を創出によ

る地元商店街の活性化を図る。また、農村地域においては、「ブランド農産物の育成」、「グ

リーンツーリズムの推進」、「農業ビジネススクールの設置」などに関するプロジェクトチ

ームを設置することで農家経営の安定化を図るとともに、豊かな自然や農業を体験しなが

ら交流できる市民観光農園、就農者の受け皿整備などによる新たな魅力の創出に積極的に

取り組んでいく。 

 また、地域雇用創造推進事業の活用により、人材育成面での基盤を確立し、地域の雇用

機会の創出を図る。 

 これらの取り組みを総合的に推進するにあたり、「日本政策投融資銀行の低利融資等」の

支援措置を活用し、効率的に情報発信していくことで、観光客をはじめとする来訪者数の

増加と滞在型観光の実現による地域経済の活性化を図る。 

 

［５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業］ 

該当なし 

［５－３―１ その他の事業］ 

（１） 日本政策投資銀行の低利融資等（Ｃ０７０１） 

本計画の目標を達成するため、『鳥取砂丘整備構想～「砂の王国・鳥取砂丘」をめざして

～』の理念である「観光の活性化」「環境保護」「産業の育成」を実践することで、山陰海

岸国立公園鳥取砂丘のもつ自然環境などの特徴を活かし、集客交流拠点として重点的に再

整備を進めている。 

併せて、砂丘の集客交流の促進による効果を周辺地域に波及させるため、地域の特性や

資源を活用した新たな集客交流資源や観光産業の創出と既存の資源との融合またはネット

ワーク化を図り、地域住民はもとより観光客など来訪者に魅力あるまちづくりの実現によ

る集客力の強化とまちとむらの交流を促進していく。そのため、宿泊拠点、文化・観光施

設、温泉などの観光資源の魅力アップ、鳥取ブランドの開発と販路の拡大、中心市街地の

まちの魅力をつないだ『都市回遊型観光ルート』の創出による地元商店街の活性化などに

取り組んでいる。 



これらの取り組みを総合的に推進し、効率的な情報発信をしながら、鳥取砂丘を集客交

流拠点とする滞在型観光の実現とそれにともなう地域経済の活性化を図ることとしている。 

本事業を早期に実現するため、当該事業を実施する観光関係事業者、ＮＰＯ団体等に対

しての支援の観点から、当該支援措置の日本政策投資銀行によるアドバイス機能を活用し、

同事業の実効性を強化する。 

さらに、同行による金融面での判断を得て融資の利用が可能となった場合、同行の融資

を受けて事業を実施することとする。 

【日本政策投資銀行の投融資指針に定める事業】 

①「地域経済振興」のうち 

・地域再生基本指針に基づく事業 

・地域産業集積・雇用開発促進事業 

②「地域社会基盤整備」のうち 

・地域街づくり・地域社会資本整備事業 

③「広域ネットワーク整備」のうち 

・広域ネットワーク整備事業 等 

 

【日本政策投資銀行のアドバイス機能を活用する事業】 

○鳥取砂丘再整備事業『鳥取砂丘整備構想～「砂の王国・鳥取砂丘」をめざして～』 

『鳥取砂丘整備構想～「砂の王国・鳥取砂丘」をめざして～』の理念である「観光の

活性化」「環境保護」「産業の育成」を実践することで、山陰海岸国立公園鳥取砂丘のも

つ自然環境などの特徴を活用し、集客交流拠点として再整備するものである。砂丘景観

の保全・再生、自然環境の特性を活かした地域の活性化に資するイベントの実施など自

然体験・交流型の多彩な集客交流メニューを展開し、新たな砂丘見学ルートやトレッキ

ングコースの設定、除草、砂丘地区内の禁煙の実施、砂丘商店街の魅力アップなどの活

性化施策を推進する。また、砂丘保全景観保全・再生事業を実施し、砂丘の景観を永続

的に継続できる市民意識・組織の育成を図り、従来型の『量の観光』から『質の観光』

への変換を図っていく。これらの実践を通じて、砂丘における滞在時間の充実・延長、

周遊性を向上させ、効果的に情報発信していくことで、観光入込客数の増加とそれにと

もなう経済効果を創出する。 

○文化・観光施設魅力アップ事業 

既存の観光施設での地元食材による名物料理の開発、特産品・民芸品の販路の拡大に

繋がる演出、企画展示、空間活用の充実など各施設の機能を活かした魅力アップを図る。 

○吉岡温泉再生事業 



滞在型観光の宿泊拠点として、吉岡温泉街のにぎわい再生を図り、外湯の整備、まち

なみの景観整備、泊まりたくなる旅館への空間デザインの向上など既存の事業（温泉権

活用事業、町並み整備事業、温泉施設整備事業）と連携して実施する。 

○広域商品造成事業 

市内各地域の観光地を巡る広域的な観光ルートの創出をはじめ、「松葉がに」商品造成

の充実（鳥取港・漁師料理事業）、らっきょう、梨、柿など特産品を活用した農産物加工

品のレベルアップ、ブランド化と販路の開拓・拡大、名物料理の開発、地域伝統行事な

ど各地域の個性を活用した複合的商品の造成と受け皿組織の育成を図る。 

○都市回遊型観光ルートの創出事業 

中心市街地における「城下町とっとり」のまちなみ、歴史、史跡などの新たな魅力の

再発見・創出を行い、その魅力となる要素を繋いで都市回遊型観光ルートを創出する。

通行量の増加にともなう地元商店街の再生、名物店の創出、イベントの開催と特産品の

販売を連携して行うなど、市民のみならず観光客など来訪者によるにぎわいを創出する。

また、観光サイン、ガイドの充実整備受け入れ体制を強化することで、来訪者にやさし

いまちづくりを実現する。 

○まちとむらの交流促進 

農村地域の豊かな自然を背景に、農業等を体験・交流できる市民農園、観光農園の整

備、農業体験・交流できる施設、受け入れ態勢の整備し、まちとむらの交流促進を図る。 

○観光産業従事者雇用創出事業 

食文化（調理・演出技術）の向上、接遇研修（ドライバー、ガイド、宿泊施設従業員

のサービスの向上）、特産物（土産物、名物）の商品化、空間（景観、店舗など）活用技

術の向上による観光産業をはじめ様々な分野の人材育成を図ることで新たな組織を企業

化し、雇用創出を図る。 

 

（２） 『地域再生支援のための「特定地域プロジェクトチーム」の編成』を活用する事

業（Ｃ３００３） 

鳥取砂丘を集客交流拠点とする滞在型観光の実現による地域経済の活性化を図るため、

農村地域における自然、農業、特産品などの既存の地域資源を集客交流資源として魅力

アップを図り、農業経営の安定化やまちとむらの交流促進による農業・農村の活力の再

生をめざしている。当市では、この目標の達成に向けて、鳥取地域ブランド農産物の育

成を支援による農産物の高付加価値化と販路の拡大、「農業ビジネススクール」の設立に

よる新規就農者の受け皿整備、グリーンツーリズムの推進による豊かな自然・農業を体

験・交流できる市民農園などの施設、受け入れ態勢の実施について検討している。 

当該事業は、「農業ビジネススクール」の学生募集、ブランド農産物のＰＲや販売戦略、

Ｕ・Ｊ・Ｉターン希望者募集などを全国的な視野で展開することとしており、多様なニ



ーズに対応して実施することとしている。そのため、これらの検討に当たっては、農協

等の関係機関・団体、販売店、消費者､大学などの地元の関係者だけでなく、より多分野

にわたる専門的な意見、ノウハウが求められることから、国の地方支部局等の構成員も

含めた横断的な組織「特定地域プロジェクトチーム」を編成し、戦略的に進めることが

必要である。 

このことから、上記事業を効果的に全国へ展開することが可能となり、まちとむらの

交流促進による農業・農村地域の活力再生、農産物の高付加価値化による農家所得の向

上と販路の拡大、新規就農者の確保による農業経営の安定化などを戦略的に実施し、地

域経済の活性化を図る。 

 

【「特定地域プロジェクトチーム」の編成】 

（１）鳥取地域ブランド農産物育成支援事業 

○構成：鳥取地域ブランド農産物育成検討会議（鳥取市、地元の農協等の関係機関・団

体、県（農業改良普及所）、公設卸売市場、市内量販店担当者） 

国（農林水産省、経済産業省など） 

○設置時期：平成１７年度 

○検討事業 

「鳥取ブランド農産物」の育成について 

・ブランド化品目の選定 

・ブランド農産物登録制度 

・全国的な視野での販路の開拓 

・ネーミング・キャッチフレーズの全国公募、ＰＲ方法などの販売戦略 

・栽培指針の策定、生産支援体系の構築 

（２）新規就農・定住対策 

○構成：農業ビジネススクール設立調査検討委員会（鳥取環境大学、鳥取大学、県（農

業試験場、地方農林振興局）地元の農協、農業公社、農業委員会、農業生産法

人、大学生、(財)鳥取県担い手育成基金） 

国（農林水産省、厚生労働省など） 

○設置時期：平成１７年度 

○検討事業 

「農業ビジネススクール」の設立について 

・運営主体（農業公社・農業法人） 

・受け皿組織の形態（研修内容、受入期間、受入施設）の整備、大学・県農業大学校・

試験場との連携体制） 

・全国へのＰＲ体制と地元の農業後継者、Ｕ・Ｊ・Ｉターン、二地域居住希望者の確



保 

・農地確保と定住集落の選定､農業経営に対する支援策等 

（３）グリーンツーリズム推進事業 

○構成：グリーンツーリズム推進検討委員会（鳥取県ふるさと定住機構、ＪＡ、ＪＦ、

森林組合、鳥取大学、地域の代表、市） 

国（農林水産省、国土交通省など） 

○設置時期：平成１７年度 

○検討事業 

「グリーンツーリズム推進」基本方針の策定について 

・地域の資源調査（産物、景観、人材、施設）内容 

・受入態勢の調査（農家民宿、既存公的施設、空家）内容 

・受入意向集落の調査内容 

・調査結果による受入可能集落の選定とＰＲ方法、受入支援策 

 

（３） 地域雇用創造推進事業を活用する事業（Ｂ０９０２） 

平成１９年４月には鳥取公共職業安定所管内の有効求人倍率が０．７４倍を示す一方

で、鳥取市の河原・用瀬・佐治地域を管轄する郡家公共職業安定所が、平成２０年３月

３１日に廃止されるなど鳥取市の雇用情勢は大変厳しい状況にある。このため、地域雇

用創造推進事業を活用し、観光産業やものづくり産業等に各種人材育成の支援を実施し、

地域の雇用機会の創出を図る。 

 

【雇用拡大メニュー】 

（１）販路開拓・拡大支援事業 

イ 事業内容 

地元産品等の消費拡大を図るには県外、特に大都市圏市場の確保・発展、すなわ

ち販路開拓及び拡大が必要不可欠である。 

本事業においては地元産品の販路開拓・拡大を進めるにあたり必要な知識、ノウ

ハウ等を習得する人材を育成するための講座及び相談会を開催する。 

ロ 事業実施期間 

平成２０年度～平成２２年度 

ハ 事業実施主体 

鳥取市雇用創造協議会 

（２）中小企業人材採用支援事業 

イ 事業内容 

中小企業において、人材を新たに雇用することは、その後の事業発展に大きな影



響を与え得る行為であり、企業側にとっては今後の事業運営における方向性等を十

分に考慮したうえで適切な人材を採用することを望んでいる。しかしながら、企業

によっては、いかにして自らが望む人材を確保するかの知識、ノウハウ等を持って

いない企業も多い。 

本事業においては、中小企業が人材を採用するにあたって活用することが可能な、

有識者・コンサルタント等による相談事業を実施する。 

ロ 事業実施期間 

平成２０年度～平成２２年度 

ハ 事業実施主体 

鳥取市雇用創造協議会 

 

【人材育成メニュー】 

（１）中核人材育成事業 

イ 事業内容 

雇用者側は求職者を採用するにあたっては、事業の拡大もしくは縮小、あるいは

転換といった事業運営における適切な判断を下すことが可能で、優れた経営戦略や

管理能力等を有し、企業の中核を担うことができる人材の雇用を望んでいる。 

本事業においては、経営学やマーケティング能力、商品販売スキル、マネジメン

トスキルなど中核的な人材に求められるスキルを習得することを目的とした講座を

開催する。 

ロ 事業実施期間 

平成２０年度～平成２２年度 

ハ 事業実施主体 

鳥取市雇用創造協議会 

（２）ホスピタリティ向上講座 

イ 事業内容 

観光客の満足度を高め、リピーターの増加や観光地のブランド化を進めていくた

めにはホスピタリティの向上は必須である。また、観光地がブランド化することに

よって、外国からの観光客数の増加も見込まれ、そのようなケースにおいて適切な

対応が出来る人材の育成は喫緊の課題である。 

本事業においては、一流のサービス技術の習得・向上を目的とした接客マナーの

習得を目的とした講座及び外国からの観光客の受入能力を身につけることを目的と

した講座を開催する。 

ロ 事業実施期間 

平成２０年度～平成２２年度 



ハ 事業実施主体 

鳥取市雇用創造協議会 

（３）デザイン力養成事業 

イ 事業内容 

地元産品の消費拡大を図り、県外、特に大都市圏市場において販路を開拓・拡大

を図るとともに、魅力ある観光施設・土産等にしていくには、消費者ニーズ等を踏

まえたデザイン戦略は重要な要素である。 

本事業においては優れた商品デザインやディスプレイ等を実践していくにあたり

必要な知識、ノウハウ等の習得を目的とした講座を開催する。 

ロ 事業実施期間 

平成２０年度～平成２２年度 

ハ 事業実施主体 

鳥取市雇用創造協議会 

（４）ブランド化推進支援事業 

イ 事業内容 

県外、特に大都市圏市場における厳しい競争に勝ち残り、販路の開拓・拡大をし

ていくには、地元産品のブランド化によって他の地域で生産された製品との差別化

を進めていく必要がある。 

本事業においては地元産品をブランド化していくにあたり必要な知識、ノウハウ

等の習得を目的とした講座を開催する。 

ロ 事業実施期間 

平成２０年度～平成２２年度 

ハ 事業実施主体 

鳥取市雇用創造協議会 

（５）ＩＴ人材育成事業 

イ 事業内容 

現代の情報化社会において、インターネットの活用は商業活動において大きな影

響を与えている。観光産業においては、観光地の情報を如何に適切に提供していく

かが産業発展において重要な要素を占めており、その点においてインターネット等

を有効に活用することのメリットは大きい。 

本事業においては、インターネットの活用によりいかにして情報を適切に提供し

ていくか、といった情報発信技術・ノウハウを習得する研修会を開催する。 

ロ 事業実施期間 

平成２０年度～平成２２年度 

ハ 事業実施主体 



鳥取市雇用創造協議会 

（６）創業・起業者育成事業 

イ 事業内容 

低迷する景気の回復や中心市街地の活性化等による地域経済の活性化が期待され

ている。この地域経済活性化策の一つとして本市はコミュニティビジネスやＳＯＨ

Ｏ等による新規創業や起業化の育成に取り組んでいるところである。 

本事業においては、新規創業を希望する者に対し、創業ノウハウ等の研修会や創

業にあたって必要又は有用となる資格などの習得のための講座を開催する。 

ロ 事業実施期間 

平成２０年度～平成２２年度 

ハ 事業実施主体 

鳥取市雇用創造協議会 

 

【就職促進メニュー】 

（１）合同企業説明会・相談会の開催 

イ 事業内容 

市内企業と新卒・求職者のマッチングを促進する説明会、面接会を実施する。 

ロ 事業実施期間 

平成２０年度～平成２２年度 

ハ 事業実施主体 

鳥取市雇用創造協議会 

（２）雇用創造協議会のＨＰの開設による情報提供 

イ 事業内容 

雇用創造協議会のホームページを開設し、実施事業の案内・参加申込受付等を行

う。 

また、各種情報の提供を行う。 

ロ 事業実施期間 

平成２０年度～平成２２年度 

ハ 事業実施主体 

鳥取市雇用創造協議会 

 

［５－３－２ その他関連事業］ 

【「砂丘倶楽部」の結成】 

『鳥取砂丘整備構想～「砂の王国・鳥取砂丘」をめざして～』の実施を円滑に進めるた



めには、地域住民はもとより県内外からの砂丘ファンの人々の交流、活動を維持する場

が必要である。そのため、鳥取砂丘の景観保全・復元とともに観光活性化を目標とし、

施設・イベント運営や観光情報の発信を行うなど実施エンジン役として「砂丘倶楽部」

を結成し、推進力の役目を果たしていくことで、砂丘の活性化を支援、維持する市民参

画型の運営母体となることをめざす。 

【砂丘景観保全・再生事業】 

鳥取砂丘の景観保全・再生事業として、下記の事業を実施予定である。これらの事業

は、中国横断自動車道姫路鳥取線の開通までに当市の貴重な財産、代表的な観光地であ

る鳥取砂丘の景観を再生し、永続的に継続できる市民意識・組織の育成を目指している。

そのため、鳥取砂丘の景観保全や情報発信活動などをしているＮＰＯ団体をはじめとす

る市民の交流・連携を促進しながら、市民活動の自発性や柔軟な発想により実施し、活

動情報を効果的に地域に波及させていくことで、砂丘景観の保全・再生活動を行う人材

の育成を図る。 

［平成１７年度］ 

○除草作業実施 

全国から７００人程度の除草ボランティアと地元ボランティア５００人程度を募集

し、除草事業の実施を予定している。 

［平成１８年度］ 

○「鳥取砂丘ＳＯＳキャンペーン」の実施予定（実施時期：平成１８年） 

キャンペーン期間中に砂丘という貴重な自然環境を活用した多彩な体験・交流型の事

業の実施や『「とっとり宣言」フォーラム』を開催し、鳥取大学乾燥地研究センターと

連携して全世界で進む砂漠化を考え、環境・食料・人類未来についての鳥取からの警

鐘機会とする。 

 

６ 計画期間 

平成１７年度から平成２２年度 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

本計画の目標の達成状況が把握できる体制をとり、関係行政機関、地元住民などからの

評価を受け、改善を加えながら最終的な目標を達成するため本計画を実施することとする。

そして、計画終了後に当市が目標達成状況に係る調査を行い公表する。 

 

８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

 該当なし 


